
仕様書 

 

１．件名 

第２７号 八幡西中学校産業廃棄物収集・運搬および処分業務委託 

 

２．場所（排出事業場） 

近江八幡市立 八幡西中学校 

（近江八幡市古川町５０） 

 

３．期間 

契約締結日 から 令和９年３月３１日 まで 

 

４．業務内容 

（１）排出事業場から発生する産業廃棄物の集積（校舎内からコンテナへの集積） 

（２）排出事業場から発生する産業廃棄物の収集・運搬（排出事業場から処分場までの運搬） 

（３）排出事業場から発生する産業廃棄物の処分（中間処理および最終処分） 

 

５．予定数量 

４ｔコンテナ（８㎥） ５９基分 ※契約は１基分あたりの単価契約 

※校舎内に残置されている廃棄物については、【別紙】廃棄物リストを参照のこと 

 

６．産業廃棄物の種類 

（１）廃プラスチック類 

（２）金属くず 

（３）ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 

（４）がれき類 

（５）上記４項目ならびに紙くずおよび木くずで構成される混合廃棄物 

 

７．資格 

（１）上記６．（１）から（４）までの４項目の産業廃棄物の種類について、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（以下、廃掃法という。）の規定に基づく次の許可を受けていること。 

①廃掃法第１４条第１項の許可（収集・運搬） 

②廃掃法第１４条第６項の許可（処分） 

（２）収集・運搬は、４ｔコンテナに混載する形で実施するため、①の許可については、４項目

すべての許可を受けている業者が業務にあたること。 

（３）受注者が①のみの許可を受けている場合、②の許可を受けている者に処分させることがで

きる。 



（４）受注者が②のみの許可を受けている場合、①の許可を受けている者に収集・運搬させるこ

とができる。 

（５）上記（４）において、受注者が②の許可のうち、一部の項目のみの許可を受けている場

合、他の項目の処分について許可を受けている者に処分させることができる。 

 

８．報告 

（１）収集・運搬が完了したときは、速やかにＢ２票を監督員に提出すること。 

（２）中間処理が完了したときは、速やかにＤ票を監督員に提出すること。 

（３）最終処分が完了したときは、速やかにＥ票を監督員に提出すること。 

 

９．支払 

（１）各月の処理量に契約単価を乗じた額を、翌月１日以降に請求できるものとする。 

（２）各月にＢ２票が提出された分を、各月に処理したものとする。 

 

１０．その他 

（１）本業務は単価契約で、予定数量はあくまでも見込みであり、変動することがある。 

（２）別で発注している引越し等移転業務や長寿命化改修工事の進捗によって前後する可能性は

あるが、校舎内からコンテナへの集積については、８月中旬より作業が開始できるよう準

備すること。 

（３）校舎内からコンテナへの集積については、校舎内の工事に着手する時期によって前後する

が、概ね９月下旬までに作業が完了できるよう準備すること。 

（４）家電４品目（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン）に該当する廃棄物の処分（リサイクル

券の購入および指定引取場所への運搬）についても、本業務に含むものとする。 

（５）コンテナを設置する場所および期間については、事前に監督員と協議すること。 

（６）コンテナは側面で開閉でき、雨水が排水される仕様とすること。 

（７）産業廃棄物管理票（マニフェスト）は受注者が準備すること。 

（８）本業務に関して、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合、監督員と協議の上

で定めるものとする。 

 

 


